
授業科目 人体の構造と機能n

【担当教員名】 対象学年

宮岡洋三、真貝富夫 開講時期

蓋田一郎、川上心也 単位数

【＜概要＞】

前期に履修した「人体の構造と機能 I」では主として「人体の構造」について学んだが、本科目では講義および実習を通じて「生体機能」
の理解に努める。両者は互いに密接に関連しているので、 「生体」の理解にとって車の両輪と言え、看護師を目指す履修者にとって不可欠の
知識と言える。生体機能には、運動や知党など動物的な面と循環や呼吸など植物的な面とがある。本科目の【講義】の前半6回では「動物機能
（細胞機能の基礎、神経機能、筋機能、感覚機能）」を学習し、後半9回では「植物機能（循環系機能、呼吸系機能、消化・吸収機能、内分泌

機能、腎機能）」を学習する。また、 【実習】では、自分自身や同級生を対象として、動物機能ならびに植物機能に関する基礎的事項を習得
する。

【＜学習目標＞】

1．生理学の基礎として、細胞機能と恒常性維持機構を説明できる

2．神経の基本的機能として、興奮の発生と伝導を説明できる

3．骨格筋の収縮、シナプス伝達、運動制御機構を説明できる

4．体性神経系、自律神経系の作用と運動の制御系を説明できる

5．体性反射、運動の中枢制御、高次脳機能を説明できる

6．感覚発現の機序、伝導路、中枢処理機構を説明できる

7．換気、ガス交換と呼吸の神経性調節、化学的調節の機構を説明できる

8．消化管運動、消化液分泌、三大栄養素の分解、吸収の機構を説明できる

9．物質代謝ならびにエネルギー代謝の機構を説明できる

10．恒常性を液性に調節する内分泌機能とホルモンの働きを説明できる

11．性分化、男性ならびに女性の生殖機能を説明できる

12．体液の区分とイオン組成、血液の機能、免疫機能を説明できる

13．心臓の生理的特性および機能（心周期や心電図を含む）を説明できる

14．血管系の機能と循環調節（神経性、液性）機構を説明できる

15．体液量の調節機構（腎機能および内分泌機能を含む）および酸塩基平衡の調節を説明できる

16．実習部分については、サイト資料とガイダンスにて説明する
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： 時間数 ： 

看護（講義ー全体、実習ー後半）

必修

45 

昌
1 生理学の基礎（「教科書」の1章、以下同様）

2 神経の基本機能 (2章）

3 筋肉の基本機能 (3章）

4 神経系の機能ー1(4章）

5 神経系の機能ー2(4章）

6 感党系の機能 (5章）

7 呼吸器系の機能 (11章）

8 消化と吸収 (8章）

9 栄養と代謝、体温調節 (7章、 14章）

10 内分泌系の機能 (6章）

11 生殖の機能 (6章）

12 血液と体液 (9章と13章）

13 心臓の機能 (10章）

14 循環器系の機能 (10章）

15 体液調節の機能 (12章と13章）

16 実習ガイダンス

17~191 {運動機能 筋電図の記録と解析

消化機能唾液分泌の測定

20~221 ~;：:門l」：ご：孟 I I実習（菌田、川上）

二：： 詈こ ＿しこ三；：こ芦：；／；：三こ＞：：：ぢ二二三三しい了―

授業計画又は学習の主題 昇 学習方法・学習課題又は備考・担当教員
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実習（蓋田、川上）

その他の資料
担当教員らによる「生理学サイト CURL:http://www.nuhw.ac.jprphysiol/)」があるので、講義内容の予

習・復習などに活用して欲しい。また、本学図書館には、生理学に関する各種ビデオも用意されているので、そ
れらも適宜活用して欲しい。

【評価方法】 【履修上の留意点】

評価は試験の成績（「小試 上記の通り、本科目は「講義」と「実習」から構成され、その実施曜日が異なる点に注意する。受講に当たっ

験」＋「期末試験」）に基づIては、実施曜日を「時間割」でよく確認する。

き、これに出席状況を加味し
て決める

なお、客観性と公平性の確保が困難な「実習態度」は評価対象としないが、明らかに他人の迷惑となっている
場合には、退室を求めることがある。
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